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新司法試験調査会在り方検討グループ (第７回 )議事録

（司法試験管理委員会庶務担当）

１ 日時

平成 1５年７月８日（火）１５：００ ～１７：０５

２ 場所

最高検察庁大会議室

３ 出席者

（委 員）

磯村保，小津博司，柏木昇，釜田泰介，鈴木健太，中川英彦，宮川光治

（敬称略）

（同委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課 ））

池上政幸人事課長，横田希代子人事課付，古宮義雄試験管理官

４ 議題等

中間報告について

５ 配布資料

【席上配布資料】

資料１ 新司法試験実施に係る研究調査会中間報告（たたき台）

資料２ 在り方検討グループにおける意見の整理

資料３ 科目別ワーキンググループにおける意見の取りまとめ

６ 議事等

中間報告について

【釜田委員】それでは時間もまいりましたので，第７回の会合を開かせていただ

きます。本日の協議事項はお手元に配付されていると思いますが，中間報告の案

について御審議いただきたいと思います。協議に入る前に配布資料について庶務

担当から説明をお願いします。

【横田人事課付 （庶務担当から，配布資料「新司法試験実施に係る研究調査会】

中間報告（たたき台 」について，従前の在り方検討グループにおける協議結果）

と科目別ワーキンググループにおける協議結果を合わせて作成したものである旨

説明 ）。
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【宮川委員】本日，この「中間報告（たたき台 」だけを検討すれば良いのでし）

ょうか。

【横田人事課付 「中間報告（たたき台 」に関する御意見，御協議をいただけ】 ）

ればと思っています。

【釜田委員】庶務担当の方で，今までの意見の状況を踏まえて案文を作成してい

ただきましたが 「第１ はじめに」の部分が全く新しい部分だと思われます。，

それから後の部分は，この前御検討いただきました意見に，科目別ワーキンググ

ループで検討した意見を付け加えて作っていただいたものですので，たたき台を

中心に御議論いただくということでいかがでしょうか （一同了承）。

【宮川委員】進め方ですが 「第１ はじめに」という部分については今回初め，

て見る文章ですので，後に回していただいて「第２」以降を検討することでどう

でしょうか。

【釜田委員】それでは 「第２」のところから入らせていただきます。，

【小津委員 「第２」以降も，これまでの議論で意見がまだ分かれるかもしれな】

いというポイントがいくつかあると思いますので，そこの所を中心に進めていた

だければと思います。

【釜田委員】既に前回までの所で大体一致を見た部分もありますので，なお検討

を要するということで，本日に回したところを中心に御意見を賜りたいと思いま

す。

【宮川委員 「第２ 新司法試験を通じて選抜すべき法曹像」の部分ですが，先】

般の議論に基づいてかなり修文して良いものになったと思います。私も，前回の

議論を基に修文案を考えました。まず，２，３の委員の方から新司法試験が法科

大学院の教育内容を踏まえたものとすべきであるということがどこかに書かれて

， 「 」 ，いる必要があるのではないかという意見がありましたので この二つ目 ○ に

，「 ，司法制度改革意見書の７２ページの文章をそのまま持ってきて 新司法試験は

法科大学院の教育内容を踏まえたものとし，かつ，十分にその教育内容を修得し

た法科大学院の修了者に更に司法修習を施せば，…」として，末尾は「…判定す

。」 。ることを目的とする と修文した方がより良いのではないだろうかと思います

それから，説明「・」の三つ目ですが，今の修文に対応して同じような内容を入

れ，司法制度改革意見書の７２ページの引用であるということを示してはどうか

と思います。それから，最後の説明「・」ですが枠囲みの中は「新司法試験の実

施に当たっては，法科大学院における教育との有機的連携に配慮すると同時に，

司法修習との有機的連携に配慮する必要がある 」となっていますが，ここの説。
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明部分ではこれが逆転して「新司法試験の実施に当たっては，司法修習との有機

的連携に配慮すると同時に，法科大学院における教育との有機的連携に配慮する

必要がある 」ということで，食い違いがあって座わりが悪いと感じられますの。

で，これを枠囲みの文章に合わせ，そして，司法試験法と連携法の条文を引用し

たらどうかと思います。

また 「法曹像」というタイトルとこの枠囲みの中の内容とが相応しないとい，

う意見が前回あったと思います。そこで「目的」という言葉を入れたらどうかと

いう意見もありましたので，それに従って「新司法試験を通じて選抜すべき法曹

像とその目的」と修文してはどうかと思います。

【釜田委員】ありがとうございました。今の点についていかがでしょうか。

【横田課付】庶務担当の修文の考え方を御説明させていただきます。宮川委員御

指摘のとおり，前回，二つ目の「○」について，文末を「判定することを目的と

する」とした方が良いのではないかいう修文意見がございました。庶務担当でも

検討させていただきましたが，司法試験の目的は法定されていまして，司法試験

法第１条に「司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な

学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験と

する 」という規定があります。その関係で，新試験調査会の中間報告で別個に。

司法試験の目的を設定するのはどうかと思い，修文案からは「目的」という文言

を外しました。それから 「法科大学院の教育内容を踏まえたものとし」以下の，

点についても，前回そのような修文意見をいただきました。そのうち 「教育内，

容を修得した法科大学院の修了者」という部分については，予備試験合格者も新

司法試験受験資格を有することへの配慮という観点から，対象を法科大学院修了

者に限定するようなニュアンスはできるだけ避けるべきだという考え方で外した

ものです。

【磯村委員】今の庶務担当の御指摘はもっともではないかと思いますが，そうす

ると「更に司法修習を施せば」の「更に」という言葉が必要かどうかという点が

気になります。逆に「法科大学院の教育内容を踏まえたものとし，司法修習を施

せば」ということで良いのではないでしょうか 「更に」というのは，何か前の。

過程があるというニュアンスが残っているように思われます。

【宮川委員 「更に」というのは司法制度改革審議会意見書の７２ページの文章】

に入っています。

【横田課付】司法制度改革審議会意見書では，まだ予備試験を前提とされていな

かったからではないでしょうか。

【小津委員】書くとしたら今の磯村委員の表現で良いのではないでしょうか。も
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ちろん，法科大学院のことは三つ目の「○」に書いてあるという読み方もできる

し，元々はそういう考え方だったと思います。しかし，二つ目の「○」に司法修

習のことを書くのであれば法科大学院についても言及し 「踏まえたものとし」，

とする程度で良いと思います。

【中川委員】私も宮川委員の意見に賛成です。二つ目の「○」の原文は少し冷た

い感じがする。司法試験というものは，法科大学院のプロセスを判定するのは無

理ですというようにも読める。司法試験というものは，非常に限定された能力を

判定するだけのもので，後は知りませんという感じがする。これは，法科大学院

の教育内容も可能な限り取り入れたものにするというニュアンスを出した方が良

いと思う。ただ，全面的にそれを取り入れることも無理だということも良く分か

りますから，そこのところは表現の問題だと思います。それと 「有機的連携」，

という言葉は，分かっているようなのですけれども中味が無い。言葉がぽんと出

てくるだけで，具体的に有機的な連携の例を出しておくと，もう少し良く分かる

のではないかと思います。司法試験と法科大学院との有機的連携というのは，何

か非常に分かりにくい。

【磯村委員】例えば，出題の方法などが法科大学院における教育内容等を踏まえ

たものとされるというような意味だと思います。それから司法修習との有機的連

携というのは，更に実務修習が残るので，そこまでは踏み込まないような試験だ

というような意味での調整だと思う。

， 「 」法律にそう書いてあるのであれば仕方がないのですが 枠囲みの三つ目の ○

「 」 ， 。の 有機的連携 が重複するというのが 日本語的にあまり良くないと思います

「 。」法科大学院における教育及び司法修習との有機的連携に配慮する必要がある

という方がすっきりする。もし，法律にそういう文言があれば，それはやむを得

ないとは思います。

【宮川委員】法文はそうではありません。法文は「法科大学院課程における教育

及び司法修習生の修習との有機的連携のもとに行う 」となっています。。

【磯村委員】そうすると 「有機的連携」を繰り返すというのは冗長ではないで，

しょうか。

【宮川委員】ただ，連携法では二つをそれぞれ別号で書いていますが。私は，今

の部分を磯村委員が言われたように修正するという点は賛成です。それから，そ

の前の「○」の所ですが「かつ，十分にその教育内容を修得した法科大学院の修

了者に という部分が誤解を招く表現であるということであれば この部分を 更」 ， 「

に」を含めて削るということも賛成です。

【池上人事課長 「法科大学院の教育内容を踏まえたものとし，司法修習を施せ】
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ば…」とする。

【宮川委員】はい。

【釜田委員 「目的」についてはどうでしょうか。】

【中川委員】あまり堅く考える必要はないのではないか。何かこれによって物す

ごく悪いマイナスが出てくるのは別ですけれども，受験者の皆さんに分かりやす

くしておくというのは大切なことなのではないか。

【磯村委員】原案の「判定することになる 」という言い方が何か突き放したよ。

うな感があるので 「判定するものとする 」というような言い方でどうでしょ， 。

うか 「目的」というのは確か目指しているということであったと思いますが，。

そこまで強く書かなくても中味は十分表現されているという気がします。

【小津委員】今の御意見に賛成です。

【宮川委員】司法試験法の目的をもう少しパラフレーズすると，こういう内容で

はないかという意味なのですが，その「目的」という言葉を入れた方がこの文章

全体としては分かりやすくなるとは思いますけれども，そこはこだわりません。

「ものとする 」で結構です。。

【磯村委員 「かん養」というのは平仮名を使うのでしょうか。私は非常に違和】

感があるので，後で調べた上で漢字で「涵養」と書けないか調整してください。

【釜田委員】大体ここはよろしいでしょうか。それでは次に進みます。

【横田人事課付】次の「第３ 試験実施の在り方」ですが 「試験科目ごとに独，

自性を認める」の部分の「独自性」という文言を「多様性」に改めました。

【鈴木委員 「多様性」というのもまだ少し強すぎるという感じがします。この】

前申しましたが，今の在り方検討グループと科目別ワーキンググループとの関係

ではなくて，将来の司法試験委員会と考査委員会議，あるいは各科目との関係に

なるものですから，この段階で「多様性を認める」とまで言ってしまって良いも

のかどうか。むしろ説明「・」の方では 「ある程度自由に工夫することを認め，

。」 ， ， 「 」るべきである となっていて これ自体には賛成なのですが それを 多様性

， 。という言葉に置き換えてしまうと なおニュアンスが強すぎるという気がします

【宮川委員】枠内でも「・」の説明文の表現をそのまま使えば良いのではないで

しょうか 「出題方針や配点等について」まで枠囲みに入れるかどうかは別とし。
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て 「試験科目ごとにある程度自由に工夫することを認める 」とすれば良いの， 。

ではないか。

【小津委員】それで良いのではないでしょうか。

【釜田委員】それでは 「第４ 試験実施の枠組み」についてはいかがですか。，

【磯村委員】ここは宮川委員から，合格発表をより早くするようにという修正提

案がなされていたところではありませんか。

【宮川委員】それは在り方検討グループの意見の整理には入っています。

【横田人事課付】説明「・」の方に「将来的には，更なる早期化が可能かどうか

検討する 」と入れました。。

【宮川委員】枠囲みの中に必ず入れなければならないとこだわっているわけでは

ありません。

【磯村委員】それでは，ここはそれで良いのではないでしょうか。

【宮川委員】それから，磯村先生がおっしゃった短答式試験の合格に必要な成績

を得られなかった者について，そのことを通知するということが「合格に必要な

。」 ，成績を公表することなどについて検討する というまとめ方になっていますが

これで良いのでしょうか。

【磯村委員】これは庶務担当にも御意見を申し上げていたのですが，ここでは恐

らく自己採点によるチェックが考えられていて，確かにコストを考えると，セン

ター入試と同じように正解も発表されるわけですから，自己採点をして，合格ラ

インが示されれば自分で合否判断ができると思いますし，それは一つのやり方だ

とは思います。ただ，マークの付け間違い等の可能性を考えると，判断が不確実

となる可能性もありますので，例えば，成績通知書のようなものを受験の願書提

出時にあらかじめ提出させておいて，個別的に通知するというような方法もあり

得るかと思います。

【横田人事課付】受験者には，何らかの形で成績を通知する必要があるのではな

いかと考えておりますが，その成績通知の法的性質，方法等はまだこれから検討

。「 」 ，していかなくてはならない部分です 必要な成績を公表することなど として

成績の公表に関連することを今後の検討に委ねた書き方です。

【磯村委員】いろいろな含みを残していただいているということで，表現として
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はこれで良いのではないかと思います。

【横田課付】次の「２ 試験日程」については修文はありません 「３ 試験科。

目の範囲」については，もっぱら科目別ワーキンググループの検討結果をそのま

ま引用しています。

【鈴木委員】試験日程ですが，一括して試験を実施しないということの理由とし

て 「科目ごとに試験時間が異なるものとされることなどから」と書かれていま，

すが，これはあまり理由にならない。むしろ積極的な理由としては 「科目ごと，

に試験時間を設定することが相当である」ということが理由だと思います。現在

のように３科目一括ですと，民法に余り時間をかけないで他の科目に時間をかけ

るということが可能ですが，そのようなことができなくなるということだと思い

ます。ですから，理由としては，今申し上げたように「科目ごとの試験時間を設

定するのが相当であることなどから」という程度でいかがかと思います。

【磯村委員】各科目について同じ試験時間を設定したとしても分ける方が良いと

いう趣旨だと思いますので，今おっしゃったとおりだと思います。

【釜田委員】それではそのように修文をお願いします。

【 】 。 ，磯村委員 短答式試験のところで若干の意見を申し上げたいと思います 現在

法科大学院の認可申請が７２機関あって，定員も６０００名近くになるというこ

とが種々の議論の前提とされているようですが，これを所与の前提として議論す

べきではないと思います。そもそも設置認可がどうなるかということが不確定で

あり，かつ定員の総数が相当数になったとしても，修了者数がどうなるかという

ことは，更に不確定ですから，こういう公の場で審議するときには，その点に留

。 ， ，意が必要なのではないかと思います また 短答式試験の配点の在り方について

前回の段階で２：３：２という比率に落ち着きそうだということで，強い異論は

差し控えておりましたが，個人的には，もう少し民事系の比率が大きくても良い

のではないかという考えを持っています。中間報告にも，民事系の配点をより大

きくするという意見もあったということが記載されていると，パブリックコメン

トを求めるときにも，少し意見の広がりがあり得るのではないかと思います。時

， ，間が限られていますので その他の点についても何点かまとめて申し上げますと

一点は，２のところで具体的な満点の点数を書く必要があるのかどうか，それか

ら１時間３０分，２時間３０分という数字が具体的に出ていますが，仮に２：３

：２という配点比率を考えますと，それが時間配分と当然に連動すべきかどうか

は別として，時間配分比率とが一致しておりませんので，そこの説明が必要では

ないかと思います。もう一点は，在り方検討グループでは出ていなかった具体的

な設問の数が，６ページの２行目に４０～６０問，６０～８０問と具体的に挙が

っていますが，出題の形式自体についての多様性が留保されている中で，この数
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字を示すと逆の制約になるのではないかという気がいたします。現在の短答式試

験でも各科目２０問という出題数になっていますが，仮にこの示されているもの

の中間を取って５０問と７５問というような比率で考えますと，憲法・刑法につ

いては２５問程度ということになります。なおかつ，その問題形式が今よりも単

純化するとすれば，実質的な問題数はむしろ増えずに，かえって減少するという

ことになりかねません。短答式試験の問題数を増やして，より少し基本的なもの

を幅広く聞くということからすると，出題数についてもここで余り固定的な数字

を挙げない方が良いのではないかと考えました。以上の点が短答式の在り方につ

いての意見です。

【釜田委員】今の御指摘についていかがでしょうか。

【鈴木委員】前回申しましたように，私自体の考えは，なお民事系の配点にもう

少し他の科目との差があっても良いということで，意見が変わったわけではない

けれども，ここでの大勢の意見が２：３：２ということでしたので，その方向で

意見を取りまとめることは異存がないということです。ただ，磯村先生がおっし

ゃいましたように，もしパブリックコメントの関係で全体的な多数意見はこうだ

けれども，こういう意見もあったという形で書き添えていただけるのであれば，

それはありがたいと思います。

【小津委員】これは中間報告のまとめ方の問題でもありますので，ここだけで議

論して良いかどうかという問題があります。もちろん一つのやり方としては，大

体これが多数意見だということを書いておいて，特に異論がある所をわざわざ括

弧してこのような意見もあったというやり方もあり得ると思います。ただ，あま

りそれを乱発すると訳が分からなくなってしまいますので，一応多数意見で書い

ておいてパブリックコメントを見て，最終報告を作るというやり方もあります。

どちらが良いかは両説あると思います。

【釜田委員】２：３：２という比率で示せば，いろいろな御意見があるでしょう

ね。

【磯村委員】そのような可能性を少し御検討いただきたいというということであ

って，ここで変えてほしいということではありませんので，お含みいただいて，

最後のところでまた御調整願えればと思います。

【釜田委員】この時間や問題数の辺りで，他に意見はありますでしょうか。

【小津委員】問題数についてですが，場合によってはもう少し多く作る余地も残

しておいた方が良いということであって，一方では大体どれくらいということも

書いておいた方が良いというのであれば 「少なくとも４０～６０問程度」と入，
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れる方法もあるのではないか。

【鈴木委員】問題数につきましては，私もこれだと少ない方に流れが行ってしま

うのではないかと思っています。基本的には先ほどの磯村先生と同じような考え

を持っています。ただ，少し表現は難しいのではないかという印象があります。

民事系も科目別ワーキンググループにおける議論はだんだん８０問に近づきつつ

あるということも聞いていますので，せっかくそのような流れがある中で６０～

８０問としてしまうと，先ほど７５問という数字が出ましたが，７５問とか６０

問くらいで良いのかという話になって，仮に６０問となると，どう割り振るかと

いう問題で場合によっては民法２０問ということもあり得るのかとなる。それで

は，今と変わらないということになりますので，少し気になる点であります。

【中川委員】配点比率だけが，表現が非常に断定的ですね。

【横田人事課付】これは，前回 「おおむね」や「程度」という表現は省いて良，

いのではないかという御意見がありましたので，省かせていただきました。

【釜田委員】この点も科目別ワーキンググループとの意見交換の際に御意見をい

ただきましょうか。

【鈴木委員】それともう一点ですが，短答の方では説明の方に入っていますが，

いわゆる融合問題が，原案ですと「問題作成の過程において適切な問題が考案さ

れた時に出題するものとする」となっていて，かなり消極的なニュアンスに感じ

ます。私は，議論の流れが分かっていますので，確かにそう簡単に作れるもので

はないし，数も限られているということで，実質的には余り異存はないのですけ

， ， 。 ，れども 他の人が読んだ時には かなり消極的な感じがすると思います 例えば

その前に「常に出題すべきものとはせず」と一言入れると，そういう流れの中で

のこういう言葉なのかなということが分かる。私としては「 (…限られることな

どから， )常に出題すべきものとはせず」と入れると，こちらの伝えたいニュア

。 。ンスが出てくるのではないかという気がします これは論文式の方でも同様です

【小津委員】今のと同じ点ですが，改めて中間報告としてまとめて外部に出すと

いう目で見ますと 「いわゆる融合問題」という意味がうまく分かるかなという，

気がします。在り方検討グループと科目別ワーキンググループの間では，このよ

うな問題を考えたらどうかとか，いやそのような問題を絶対作れと言われたら困

るとか，そういうやり取りがあって一応文案を練ってきました。しかし，考えて

みると，例えば，刑事系で一つの設例を出して，その中から刑法のことを聞き，

， ，刑事訴訟法のことを聞くという場合に そういう問題が融合問題なのかと言うと

多分，それは融合問題とは整理されないのではないか。融合問題というのは，も

っと問題そのものが融合していることをイメージしている方が多いのかもしれな
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いと思います。あるいは，全く別の考え方で，設例が一本だったら融合問題だと

いう受け止め方をする人もいるかもしれない。中間報告で 「融合問題」をどう，

するかを本当に書かなければいけないのかなと少し思い始めました。

【磯村委員 「融合問題」を定義することは非常に難しいですけれども，むしろ】

具体的に「いわゆる融合問題」の後ろに括弧書きで 「例えば，民法と民事訴訟，

」 。法の領域が交錯するような問題 という一例を挙げるというのはどうでしょうか

イメージを作ることだけが大事であろうと思いますで，厳密な定義よりも，むし

ろ具体例で示す方が良いのではないかと思います。

【鈴木委員】後ろの方で，論文式の民事系について「またがる問題」という表現

があります。これが前に出てくる融合問題と同じかどうかという所も少し分かり

にくい。民事系は毎年融合問題を出すのか，あるいは言葉を変えているので違う

のかということになる。

【小津委員】司法制度改革審議会の意見書の中では，たしか「新司法試験は，例

えば長時間かけてこれまでの科目割りに必ずしもとらわれずに多種多様で複合的

な事実関係による設例をもとに問題解決，紛争予防の在り方等を論述させる 」。

というような少し違った表現があって，あの表現には非常にいろいろなことが入

っているような気がしていました。つまり，そもそも刑事系とくくってしまった

だけで良いのかという考え方もあると思いますし，磯村委員が言われる融合問題

のこともいろいろなことを意識してあのような表現になったのかなと思うので

す。

【横田人事課付】科目別ワーキンググループでの議論で 「またがる問題」とい，

うのは各法律分野にまたがっているだけで，複数の法分野が溶け込んでいるとは

言えない問題というのもあり得るので，必ずしも「いわゆる融合問題」とは言え

ないとして 「またがる問題」という説明をしていると伺っています。，

【池上人事課長】同じ科目内の二つの法分野をまたがっていれば融合問題である

という理解で良いのであれば，定義を書くよりも，磯村委員がおっしゃったよう

な括弧書きで民法と民事訴訟法の両方にまたがる問題とか，そういう例示ができ

るのであろうと思います。それが，小問（１ ，小問（２）というふうに，単に）

同じ事例を利用して，異なる法分野の設例を作るに過ぎないというようなものは

融合問題ではないということになると，人によってもイメージが違っているとこ

ろもあるのではないかと思われ，なかなか定義が難しいと思います。

【柏木委員】ここでは「いわゆる融合問題」の正確な定義は分からなくても良い

のではないでしょうか。そういう考え方はだめでしょうか。と言うのはその正確

な定義はまず不可能だと思いますし，それから，先ほど読み上げていただいた審
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議会意見書でもいわゆる融合問題の内容は余りはっきりしていない 「多種多様。

で複合的な事実関係」ということも同様に内容がはっきりしません。しかし，は

っきりしないままで良いのではないかという気がします。

【中川委員】ですけれども，最も典型的なのは科目間をまたがる問題でしょう。

【柏木委員】ただ，それも中途半端なのです。現実の問題は，独占禁止法と知財

とが関連する問題とか，本当にいろいろな法の分野に関連した問題が出てくるわ

けですが，司法試験ですと民事系の枠の中だけ，すなわち民事訴訟法と商法と民

法の間の融合問題しかできないわけです。おのずとどうしても限界があるのだか

ら，そんなに無理して作ることはないのではないかというのが私の意見です。ど

うせ，現実離れした枠内での融合しかできないなら，余り融合，融合ということ

を強調しない方が良いのではないかと思うのです。ですから，定義も余り明確な

ものとしなくても良いのではないでしょうか。

【中川委員】括弧書きで 「例えば科目間をまたがる問題など」としておけば良，

いのではないでしょうか。

【磯村委員】比較的広く捉えた概念で良いのではないかと思います。特に短答式

の場合には，例えば，一部請求と時効中断の問題を考えると，恐らく従来から言

えば民法だけでは出せない問題であったものを一つの問題で聞くことができる。

そのようなイメージではないかと思います。先ほど鈴木委員がおっしゃったよう

に，どちらかといえばもう少し積極的なポリシーを打ち出して，融合問題は，む

しろ望ましい問題であるという位置付けが必要かと思います。法科大学院の教育

からは望ましい出題形式であるというような指摘もなされていたかと思いますの

で，そこを明らかにしておくことが必要だと思います。それとの関係で，枠囲み

の内と外との関係ですが，第５の短答式のところでは枠囲みの外に書かれている

のに対し，第６の論文式のところでは枠囲みの中で融合問題に触れられているの

ですが，これは意識的に書き分けられたのでしょうか。

【横田人事課付】はい。改革審議会意見書も，論文式を前提とした書き方をして

おりますし，融合問題について議論されているのも，論文式試験の方なので，論

文式試験については特に注意を喚起する意味から枠囲み内で言及しております。

【宮川委員】先ほどの鈴木委員の修文意見の「常に出題するものとせず」という

文が入ったとしても，この書き方では融合問題は出ないのだなという感じを受け

ます。

【池上人事課長】それは，短答式についてですか，論文式についてですか。
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【宮川委員】論文式についてです。問題を作るのはなかなかに困難であるという

ことは理解できますけれども，これまでの議論の経緯を踏まえると，かなり後ろ

向きで消極的ですね。

【小津委員】そこは，更に御検討いただければと思うのですけれども 「いわゆ，

る融合問題」というものを広くとらえれば，それほど消極的に書く必要はない。

磯村委員は内容まで積極的にという御意見だとは承知していますけれども，内容

的に深く絡み合っている問題ということになると，試験を作る方はそんなに簡単

， 。 ，には出せないということで 当然文章がやや消極的になっていく 私の感じでは

この「いわゆる融合問題」という言葉を少し広く取れるような言葉にして，もっ

とそういう問題も検討すると書けないかと思っています。ここは大事な問題です

， 。ので 科目別ワーキンググループとの意見交換をしていく必要があると思います

【磯村委員】単純に融合問題という表記を使わずに 「複数の法分野にまたがる，

問題については」という言い方で改めてしまうという方法もあります。

【釜田委員】本日残された時間もあと少しとなりましたが，あと３項目残ってい

ますどのような進め方といたしましょうか。

【小津委員】我々の方としては，既に在り方検討グループだけで書くとしたらこ

うだというのは文言を含めてかなり議論したと思います。今回，科目別ワーキン

ググループで検討されたことを含めて合体版になったので，この全部について我

々だけで議論して良いかという問題があると思います。ただ，これまでの議論か

らすると，ここの所はまだ異論があるのではないかという所を，余り詰めて結論

を出すのではなくて，ぽんぽんぽんと指摘する。その上で，科目別ワーキンググ

ループとの意見交換の場において，その後はどういう仕組みで検討していこうか

ということで進めていけば良いかと思います。

【釜田委員】それでは，そのような部分がありましたら御指摘いただけますでし

ょうか。

【鈴木委員】論文式問題数の所ですが 「各科目２問とする」と言い切ってしま，

っているのが良いかどうか。問題数というのは数え方自体が結構難しいと思うの

ですが，大々問，大問，小問というようにいろいろとあるのですが，２問という

のをどう考えるのでしょうか。数としても，例えば民事系ですと，ここに書いて

あるような複数の法分野にまたがる問題を大々問として一つ大きなものを置く

と，後もう一つ小さいものを置いて，これで２問ということで落ち着きが良いよ

うな気がするのですが，それを毎年できるものかどうかなど，いろいろとあると

， 。思いますので 余り２問というのを提示しない方が良いのではないかと思います

大々問でなければ，民事系ですと３問ということもあり得るでしょうし，逆に公
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法系や刑事系も小問的なものを入れて増やすこともあるのではないかという気が

します。各科目２問と言い切ってしまうのは，意味合いもはっきりしませんし，

拘束が強くなりすぎる。数としても２問というと少ないという感じがすると思い

ます。

【磯村委員】私も同じ意見です。融合問題と言うかは別として，領域をまたがる

問題の出題はなかなか難しいと総論で言いながら，民事系については何となくそ

れがむしろ前提となっている。その点も含めて，もう少し流動的な要素が残って

いるのではないかと思います。２問という言い切りについては，鈴木委員の意見

と同じく，そこまでここで言う必要はないのではないかと考えます。

【宮川委員】６ページから７ページにかけて，最初の説明文と次の説明文，内容

， 。が同じようなことが書かれているので ここをもう少し修文した方が良いと思う

それから，重要な論点の一つは，磯村委員も言われている，論文答案の採点に

ついて，１点刻みの細かい基準で切り分ける従来型の採点評価ではなく，段階式

評価が行われるべきであるという点であると思います。そろそろ大詰めですから

議論したらどうでしょうか。

【磯村委員】中間報告の中で当然にこれに触れなければいけないかどうかという

点については，私自身は若干違った感触を持っています。いろいろな採点基準を

明確にする，採点者間でアンバランスが生じないようにする等々の点は，いわゆ

る段階評価をするか，あるいは１点刻みの付け方をするかということについては

ニュートラルではないかと考えています。その上で，新しい採点の在り方につい

ては，従来に比して，法的構成だけではなく事実分析等，より多様な観点を考慮

するということになると，その多様な観点を考慮したことが成績に反映されるよ

うな評価の仕方が必要ではないかと思います。少なくとも私の理解では，従来の

論文式の出題は論点がまずあって，それを織り込んだ事実関係を作って，それぞ

れの論点については結論が違いうるけれども，おおむねこういう方向とこういう

方向があるというような 「正解」のバリエーションというものが予想できるよ，

うなパターンだと思います。新しい出題方法が，もう少し多様な解答の可能性を

許すものであるとすると，予想していなかった論点が現れるということも，今よ

りはるかに高い頻度で生ずるであろうと思います。そういういろいろな観点が十

分に考慮されるような評価方法を考えるときには，いろいろな採点の仕方がある

のではないかと思います。もう一つは資格試験という面を考慮した時に，合計で

例えば４８０点は合格，４７９点は不合格というようなシステムが，法曹になる

べき資格を与えるかどうかという判断に際して意味があるのか，その１点の違い

で本当に質的な差をつけることができるのだろうかという疑念があります。段階

式評価を行うべきであるという表現を中間報告に盛り込むべきであるという趣旨

ではなくて，少し意見として申し上げさせていただいたということです。
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【中川委員】６ページの論文式試験の在り方の一番上の表現なのですが 「公法，

系科目，民事系科目及び刑事系科目の出題については，事例解析能力，論理的思

考力，法解釈・適用能力等を十分に見ることを基本とし，実践的な能力の判定に

も意を用いる 」となっています。だから，基本は「事例解析能力，論理的思考。

力，法解釈・適用能力等」であって 「実践的な能力」というものは若干遅れる，

ものですという感じがする。これがちょっと気になっていまして，在り方検討グ

ループの意見の取りまとめの３ページでは 「多種多様で複合的な事実関係に基，

づく設例を読ませた上で，法的に意味のある事柄を取り出させてその事実関係に

ふさわしい解決策，紛争予防の在り方等を示させたりすることなどにより，事例

解析能力，論理的思考力，法解釈・適用能力を十分に見ること」となっている。

これは実践能力というか，そちらの方に重点が置かれている感じがする。少しそ

こに齟齬（そご）があるのではないでしょうか。

【宮川委員】この二つの説明文を，在り方検討グループのまとめのような形で合

体させた方が良い。この６ページから７ページは，司法試験法の３条２項を引用

して，それに照らせばと頭書きが付いてますが，それは必要なくて，むしろ在り

方検討グループの意見の整理の３ページの中川委員が言われたことを，そのまま

持ってきた方がすっきりするのではないかと思います。

【中川委員】司法試験法の３条４項では「知識を有するかどうかの判定に偏する

ことなく，法律に関する理論的かつ実践的な理解力，思考力，判断力等の判定に

意を用いなければならない 」となっている。要するに，理論的なものと実践的。

なものとを同列に考えているように読める。これは，ここの表現ですとこれを基

本として実践的な能力にも意を用いるというだけのことですから，何か少しバラ

ンスが悪い。

【磯村委員】付け足し的な雰囲気がありますね。

【池上人事課長】それでは３条４項の趣旨に沿って修文いたします。

【中川委員】そうすると法科大学院の流れの所と合ってくる感じがします。

【鈴木委員】細かな点ですが「長文の」というものと「比較的長文の」というも

のがあるのですが，比較的というのは何か意味があるのでしょうか。

【横田人事課付】ここでは，どの程度のものを「長文」と呼べるのかはっきり定

義するのが難しいので 「比較的」という言葉を付けました。，

【中川委員】これは表現だけの問題ですが，例えば６ページの「問題を読ませた

上で」とか，この辺りにお上意識が入っていると思います。もう一箇所「行わせ
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る」とか，こういう部分は少し気にしておいた方が良いと思います。

【小津委員】出題する側を主語とする場合には他の書き方はなかなか難しいと思

いますが，修文を検討していただきましょう。

【 】 ， ，宮川委員 先ほど磯村委員が言われたことについては 私も賛成の立場ですが

こういう考え方を中間報告でどう扱うか。どこかに少数意見としてまとめて，パ

ブリックコメントを聞いてみたらどうでしょうか。段階式評価を行うべきという

意見は，日弁連の法科大学院センターの中で議論すると多数意見です。資料の日

本法律家協会の意見書も，従来の採点方法とは異なった方法を検討するように求

めたいとしています。今までとは違った新しい司法試験としようというのですか

ら，評価の方法もそれにふさわしいものを構築すべきではないかと考えます。７

月１１日に，その点について少し時間を取って議論させていただいて，できれば

そのような意見もあり，議論がされたのであるということが分かる取り扱いをし

ていただければと思います。

【釜田委員】全項目にわたる検討は済みませんでしたが，本日はここまでといた

しましょう。今後の予定について庶務担当からお願いします。

【横田人事課付】次回は７月１１日になります。中間報告公表以降の予定につき

ましては，意見募集は８月１日ころから９月１９日ころまでの５０日間程度を考

えております。

【釜田委員】それでは本日はここまでということで。


